
教員免許更新制の発展的解消（令和４年７月１日）以降の免許状有効性の確認フロー

最初に取得した免許状は、平

成２１年３月３１日以前に授

与されている

失効

失効

有効期限当日、現職教員でしたか？

※当日退職した場合：任期満了に伴う退職

は「失効」。自己都合退職は休眠状態と

なったため「いいえ」へ進む

※産休・育休等取得中も現職教員に含む

「有効」な免許状

（更新制の発展的解消によりR4.7.1以降

「休眠状態」から手続きなく有効になって

います）

「有効」な免許状

・所有している全ての免許状と当該更新等*証明書をご用意ください。（*教員免許更新制に基づく、更新、延期・延長、免除、回復）

・更新制の発展的解消（令和４年７月１日）以降に初めて免許状を取得した方は、本表による確認不要

・旧免許状所持者で昭和30年４月１日以前生まれの方は、平成21年3月31日以前に栄養教諭免許状の授与を受けていない限り、更新制の対象ではなかったため、本表での判断によることなく、所有免許状は全て有効

【新免許所持者該当】

有効期限*は令和４年７月１日以降で

すか？

※所有する全ての免許状及び前回の

更新等証明書の中で、最も遅い日付

【旧免許所持者該当】

免許状(更新講習等の証明書)の有効期限が

令和４年７月１日以降ですか？

「有効」な免許状

　※新免許状における有効期間の満了日と、旧免許状における生年月日等に従い割り振られた修了確認期限を、

　　本表では併せて「有効期限」と表記

　※失効した場合、再授与申請をして免許状を取得しなければ、再び教員となることはできません。

　　なお再授与申請は、失効した当該免許を授与した都道府県に申込むことで、申請書類を一部省略できる

　　可能性があります。ご希望の場合、当該都道府県教育委員会にご確認ください。
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